
オープンカウンター方式による見積合わせの説明書

この見積合わせは、地方独立行政法人北海道立総合研究機構栽培水産試験場（以下「栽培水試」

という。）が発注する清掃業務の契約に関し、更なる透明性、公平性及び競争性を確保する観点か

ら、あらかじめ見積の相手方を特定せず、発注者が相手方を公募し、参加を希望する者から広く見

積書を募り、受注者を決定する公募型見積合わせによる「オープンカウンター方式」です。

栽培水試では、当該清掃業務をこの「オープンカウンター方式」により見積合わせを実施し、

予定価格の制限の範囲内で、最低価格の者と契約を締結します。

１ 参加者への見積の依頼について

見積に関する諸条件、仕様等については、栽培水試内掲示板及びホームページ上に公示する。

２ 参加する者に必要な資格等

見積合わせに参加し、見積書を提出できる者は、次に掲げる条件を満たしている者とする。

（１）本説明書に記載する内容を遵守する者であること。

（２）見積合わせ参加希望者は、次の資格を有していること。

ア 令和３年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち庁舎等清掃業務の資格を有するこ

と。

イ 北海道（以下「道」という。）及び地方独立行政法人北海道立総合研究機構（以下「道総

研」という。）が行う指名競争入札に関する指名を現在停止されていないこと。

ウ 暴力団関係者等であることにより、道及び道総研が行う競争入札への参加を除外されて

いないこと。

エ 北海道内に本店を有し、かつ、室蘭・伊達・登別市内に本・支店、事業所等を有し、室蘭

市内での履行が可能であって、本業務における清掃員体制３名配置できること。かつ、基本

的に周年同一清掃員で履行可能であること。

オ 直近２営業年度（２４月に満たない場合は２４月分）に、今般の業務と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を２件以上締結し、かつ誠実に履行した者であること。

３ 見積合わせ参加資格の審査

（１）この見積合わせは、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規

定を準用した制限付見積合わせであるので、見積合わせに参加しようとする者は、次のアから

ウまでに定めるところにより、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければなら

ない。

ア 申請の時期 見積合わせ告示日の翌日から令和４年（2022 年）３月１日（火）まで

（土曜日、日曜日及び祝日の休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時ま

で。

イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならな

い。

ウ 申請書類の 郵便番号 ０５１-００１３

提出先 室蘭市舟見町１丁目１５６番３号

栽培水産試験場 総務課 電話番号 ０１４３－２２－２３２０

（２）審査を行ったときは、見積参加資格審査結果通知書を別途通知するので、その通知により見

積書を期日までに提出すること。



４ 見積書の提出場所及び提出期限

（１）提出場所 室蘭市舟見町１丁目１５６番３号 栽培水産試験場 総務課

（２）提出期限 令和４年（2022 年）３月１５日（火） 午後５時００分まで

５ 契約保証金

（１）契約を締結しようとする者は、契約金額の１００分の１０に相当する額以上の契約保証金又

は、これに代える担保を納付すること。

（２）契約保証金の納付の免除は、地方独立行政法人北海道立総合研究機構契約事務取扱規則（平

成２２年４月１日規程第４８号。以下「取扱規則」という。）第３７条の定めるところによ

る。

６ 仕様等の閲覧に関する事項

（１）閲覧場所 室蘭市舟見町１丁目１５６番３号 栽培水産試験場 総務課

（２）閲覧方法 （１）の場所で閲覧する。

７ 送付による見積書提出の可否

可 郵送の場合、封筒のおもてに「清掃業務に係る見積書在中」などと明記のうえ、

書留あるいは特定記録等、配達が確認できる郵送方法等によること。

８ 契約者の決定

取扱規則第１９条に規定する場合を除き、取扱規則第１０条第１項の規定により定めた予定価

格の範囲内で最低の価格をもって見積（有効な見積に限る。）した者を契約者とする。

９ 決定者と契約の締結を行わない場合

決定者が暴力団関係事業者等であることにより、道が行う公共事業等から除外する措置を講じ

ることとされた場合は、当該決定者とは契約の締結を行わない。

10 契約書作成の要否

契約書を作成する。

11 その他

（１）２に規定する資格を有しない者の提出した見積及びこの公告に定める条件に反した見積は、

無効となる。

（２）消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い

ア 見積書に記載する金額は、消費税等を含めた金額を記載すること。

イ 契約の相手方となった者は、決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で

あるかを申し出ること。

（３）契約者（年間委任状、見積書等の宛名）

「地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 理事長 田中義克」宛て

（４）前金払はしない。

（５）概算払はしない。

（６）部分払はしない。（各月の履行完済部分について、原則、翌月の毎月25日に支払い。）

（７）見積提出者が１人の場合であっても、執行する。

（８）郵送により提出した見積提出者は、再度見積合わせには、参加できない。

（９）この契約は、取りやめること又は延期することがある。


